
平成２１年１１月臨時会条例案の概要

番号 条 例 名 主 な 内 容
９５ 武雄市職員の給

与に関する条例
等の一部を改正
する条例

❏ 国家公務員の給与改定（一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正）に伴
う改正

◆ 一般職の住居手当、期末手当、勤勉手当及び給料表の改定
＜第１条 武雄市職員の給与に関する条例の一部改正＞
○ 自宅に係る住居手当（新築・購入後５年間 月額２，５００円）の廃止
○ 期末手当改定

区分 支給月 現行 改定案
６月 １００分の１４０ １００分の１２５

一般職職員
１２月 １００分の１６０ １００分の１５０
６月 １００分の７５ １００分の６５

再任用職員
１２月 １００分の８５ １００分の８５

○ 勤勉手当改定
区分 支給月 現行 改定案

一般職職員 ６・12月 １００分の７５ １００分の７０
６月 １００分の３５

再任用職員
１２月 １００分の４０

１００分の３５

○ 給料表改定
行政職給料表 医療職給料表⑵ 医療職給料表⑶

◆ 特定任期付職員の給料表及び期末手当の改定
＜第２条 武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部改正＞
○ 給料表改定 （円）

号給 現行 改定案
１ ３７６，０００ ３７６，０００
２ ４２６，０００ ４２５，０００
３ ４７９，０００ ４７８，０００
４ ５４５，０００ ５４４，０００
５ ６２２，０００ ６２１，０００
６ ７２８，０００ ７２６，０００
７ ８５２，０００ ８５０，０００

○ 期末手当改定
支給月 現行 改定案
６月 １００分の１６０ １００分の１４５

１２月 １００分の１８０ １００分の１６５

◆ 技能労務職員、企業職員の自宅に係る住居手当の廃止
＜第３条 武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正＞
＜第４条 武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正＞

◆ 平成１８年給料切替えに伴う現給補償額の改定
＜第５条 武雄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正＞

減額改定対象者で現給補償のある職員の給料月額
→ 平成１８年切替前給料月額の１００分の９９．７６を乗じた額

＜附則関係＞
・附則第２条 減額改定対象職員に対する期末手当特例措置

平成２１年１２月期末手当から次の額を控除
① ４月給与（給料、管理職手当、扶養手当、住居手当）に１００分の

０．２４を乗じた額に４月から１１月までの月数を乗じた額
② ６月支給の期末勤勉手当の額に１００分の０．２４を乗じた額



・附則第３条 自宅に係る住居手当規定の廃止に伴う武雄市病院事業の廃止に
伴う関係条例の整理に関する条例改正

《施行日 平成２１年１２月１日（再任用職員の１２月分勤勉手当の割合の変更に
ついては平成２２年１２月１日》

９６ 武雄市議会議員
の議員報酬及び
費用弁償等に関
する条例等の一
部を改正する条
例

❏ 国家公務員の給与改定（一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正）に伴
う改正

◆ 期末手当改定
区分 支給月 現行 改定案

６月 １００分の１６０ １００分の１４５市議会議員
特別職
教育長 １２月 １００分の１７５ １００分の１６５

改正条例
第１条 武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
第２条 武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例
第３条 武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例
附則第２項～第４項 平成２１年１２月支給の期末手当の特例措置

《 施行日 平成２１年１２月１日 》


